
 

 

やまなし職業系高校応援基金（やまなし教育環境・介護基盤整備基金）  

事務取扱要領  

 

（趣 旨）  

第１条 この要領は、やまなし教育環境・介護基盤整備基金条例（令和３年

山梨県条例第４号）の規定により基金に積み立てる額のうち、やまなし職

業系高校応援基金として積み立てる寄附金（以下、「寄附金」という。）

に係る事務について必要な事項を定めるものとする。  

 

（目 的） 

第２条 寄附金は、県内企業等が人材を育成する山梨県立の職業系高等学校

等（以下、「職業系高校等」という。）を支援する趣旨で行うものであり、

県は、寄附金を基金に積み立て職業系高校等の教育環境の充実に活用し、

技術習得機会等を与えられた生徒が県内企業に就職することを促し、地域

経済の発展に貢献する循環を目指す。 

 

（教育環境充実プラン） 

第３条 各職業系高校等（別紙のとおり。以下同じ。）は、その教育環境の

充実を図り、県内産業人材の育成を推進するための教育環境充実プランを

策定する。教育環境充実プランには、名称、概要、必要な経費、必要な経費

を募集する期間を規定する。 

２ 各職業系高校等は、規定した教育環境充実プランに必要な経費を募集す

る期間を延長することができる。 

 

（寄附者等） 

第４条 寄附は、県内に本社・本店・事業所・支店等を置く企業、それに類する団体

ができる。 

２ 寄附金は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

（１）指定寄附金であることを寄附者が承諾し、寄附金の目的に賛同した寄附である

こと。 

（２）寄附企業等の自発的な寄附金であること。 

 

（寄附金の活用） 

第５条 寄附金は、職業系高校等の教育環境の充実のための事業の原資とする。 

２ 寄附者は、その寄附金の二分の一を限度に教育環境充実プランの原資とすること

を指定することができる。 

 



 

（寄附の方法） 

第６条 寄附者は、寄附申込書（様式１）を提出することで寄附の申請を行う。 

２ 寄附者は、県の発行する納入通知書により寄附金を県に納付する。 

 

（寄附金の経理） 

第７条 県は、寄附金の活用のため帳簿を作成し、寄附金の総額及び教育環境充実プ

ラン毎の寄附金の額を経理する。 

 

（寄附金の不返還） 

第８条 寄附金は、返還しないものとする。 

 

（寄附者名簿） 

第９条 県は、寄附者名簿（様式２）を備え、寄附金を受け入れた都度、所定の事項

を整理しておくものとする。 

 

（寄附者の公表） 

第１０条 県は、寄附者について、県のホームページその他適切な方法により、寄附

者の了解を得て公表することができる。 

 

（積み立て） 

第１１条 県は、寄附金の基金への積み立てを原則として３月に行う。 

 

（寄附金の広報） 

第１２条 寄附金に関しては、県のホームページその他適切な方法により随時広報を

行い、広く県内企業等の理解と協力を求めるものとする。 

 

（庶務） 

第１３条 寄附金に関する庶務は、教育庁高校教育課において処理する。 

 

（その他の事項） 

第１４条 その他必要な事項は別に定める。 

 

     附 則  

 この要領は、令和７年３月１日から施行する。 

 

 

 

 



 

別紙  

北杜高等学校 

韮崎工業高等学校 

甲府工業高等学校 

甲府城西高等学校 

農林高等学校 

青洲高等学校 

笛吹高等学校 

塩山高等学校 

都留興譲館高等学校 

富士北稜高等学校 

中央高等学校 

ひばりが丘高等学校 

高等支援学校桃花台学園 

 



様式１ 

令和  年  月  日  

 

山梨県知事 殿 
 

（寄附申込者）               

住 所 〶                        

企業、団体名                       

               ふりがな                           

代表者役職・お名前                 ㊞   

               ふりがな                           

担当者役職・お名前                    

TEL                               

E-mail             ＠            

 

 

 

 

寄 附 申 込 書 

 
 

 県内職業系高校等を応援するため、次のとおり「やまなし職業系高校応援基金」に寄附

します。 

 

金          円也 

 

  

 

 

 

 

 

裏面の内容を御記入ください。 



 皆様からいただいた寄附金は、基金として積み立て、県立職業系高校等の教育環境の充

実のために活用させていただきます。 

 また、寄附金額の１／２を上限に各学校が推進する「教育環境充実プラン」（HP等参照）

を指定して寄附することもできます。 

 御理解いただき、以下の内容を御記入ください。 

 

１ 学校（各学校の「教育環境充実プラン」）を指定して寄附しますか？ 

どちらかを選んで☑をつけてください。 

 

□ 指定する  □ 指定しない（指定しないであれば２の回答は必要ありません） 

 

２ 寄附先の学校を指定し、寄附金額を記入してください。複数校の指定も可能ですが、

学校への寄附金の合計が全体の寄附金額の１／２を超えないようにしてください。 

□北杜高校    金        円  □韮崎工業高校  金        円 

□甲府工業高校  金        円  □甲府城西高校  金        円 

□農林高校    金        円  □青洲高校    金        円 

□笛吹高校    金        円  □塩山高校    金        円 

□都留興譲館高校 金        円  □富士北稜高校  金        円 

□中央高校    金        円  □ひばりが丘高校 金        円 

□桃花台学園   金        円 

３ 御意見、メッセージ等を御記入ください。 
 

                                               

 

                                               

 

                                               

 

                                               

 

４ 山梨県ホームページでの公表に同意しますか？ 

□ 同意する   □ 同意しない（企業名等は“匿名希望”と掲載させていただきます） 

 ※「寄附申込書」を受付後、納付書を送付いたしますので金融機関で納付してください。 

 ※お預かりした個人情報は、目的以外に使用及び第三者に開示することはありません。 

 

 

 

 

 

申込書の送付先及びお問合せ先 

山梨県教育庁高校教育課 

電子メール       

TEL 055-223-1766   



様式２ 

やまなし職業系高校応援基金 寄附者名簿

 


